
⑿ カラオケボックスその他これに類するもの 

⒀ 倉庫業を営む倉庫 

⒁ キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類す

るもの 

⒂ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条第２項第２号の改正規

定及び別表第２の改正規定（同表４６小杉町２丁目地区整備計画区域の表Ｃ地

区の区域の部建築物の用途の制限の項に５号を加える部分を除く。）は、令和

３年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

小杉町２丁目地区地区計画の区域内における建築物に係る制限を変更するこ

と等のため、この条例を制定するものである。 

 

 

議案第１６３号 

 

川崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年１１月２４日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

川崎市道路占用料徴収条例（昭和３０年川崎市条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定による占用料の額は、次に定めるところによる。 

⑴ 占用料が１月を単位として定められているときは、別表占用料の欄に

定める金額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月まで

の月数を乗じて得た額とする。ただし、占用期間が１月に満たないもの

はその月数を１月とする。 

⑵ 占用料が１日を単位として定められているときは、別表占用料の欄に定

める金額に占用開始の日から占用終了の日までの日数を乗じて得た額とす

る。 

第２条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項

を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、占用期間が１月に満たないものについての占用

料の額は、同項の規定により算出した額に１００分の１１０を乗じて得た額



 

とする。 

 第２条に次の１項を加える。 

６ 第２項及び第３項の規定により算出した額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第２条、第５条関係） 

占 用 物 件 

占 用 料 

単位 
所 在 地 

特別地域 普通地域 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物 

第１種電柱 

１月１本

につき 

２８０ 

第２種電柱 ４３０ 

第３種電柱 ５８０ 

第１種電話柱 ２５０ 

第２種電話柱 ４００ 

第３種電話柱 ５５０ 

その他の柱類  ２５ 

共架電線その他上空に設ける

線類 
１月１メ

ートルに

つき 

  ２ 

地下に設ける電線その他の線

類 
  １ 

路上に設ける変圧器 
１月１個

につき 
２４０ 

地下に設ける変圧器 

１月１平

方メート

ルにつき 

１５０ 

変圧塔その他これに類するも

の及び公衆電話所 １月１個

につき 

５００ 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ２１０ 



 

とする。 

 第２条に次の１項を加える。 

６ 第２項及び第３項の規定により算出した額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第２条、第５条関係） 

占 用 物 件 

占 用 料 

単位 
所 在 地 

特別地域 普通地域 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物 

第１種電柱 

１月１本

につき 

２８０ 

第２種電柱 ４３０ 

第３種電柱 ５８０ 

第１種電話柱 ２５０ 

第２種電話柱 ４００ 

第３種電話柱 ５５０ 

その他の柱類  ２５ 

共架電線その他上空に設ける

線類 
１月１メ

ートルに

つき 

  ２ 

地下に設ける電線その他の線

類 
  １ 

路上に設ける変圧器 
１月１個

につき 
２４０ 

地下に設ける変圧器 

１月１平

方メート

ルにつき 

１５０ 

変圧塔その他これに類するも

の及び公衆電話所 １月１個

につき 

５００ 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ２１０ 

 

広告塔 １月１平

方メート

ルにつき 

１，４００ ８９０ 

その他のもの ５００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第３５

条に規定

する事業

のために

設けるも

の及び法

第３６条

に規定す

るもの 

外径が０．０７メ

ートル未満のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １０ 

外径が０．０７メ

ートル以上０．１

メートル未満のも

の 

 １５ 

外径が０．１メー

トル以上０．１５

メートル未満のも

の 

 ２２ 

外径が０．１５メ

ートル以上０．２

メートル未満のも

の 

 ３０ 

外径が０．２メー

トル以上０．３メ

ートル未満のもの 

 ４５ 

外径が０．３メー

トル以上０．４メ

ートル未満のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１メ

ートルに

つき 

 ６０ 

外径が０．４メー

トル以上０．７メ

ートル未満のもの 

 １００ 

外径が０．７メー

トル以上１メート

ル未満のもの 

１５０ 

外径が１メートル

以上のもの 
３００ 

架空管 

外径が０．４メー

トル未満のもの 
２３０ 

外径が０．４メー

トル以上のもの 
５６０ 



 

 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

その他の

もの   

外径が０．０７メ

ートル未満のもの 
 ２０ 

外径が０．０７メ

ートル以上０．１

メートル未満のも

の 

２８ 

外径が０．１メー 

トル以上０．１５ 

メートル未満のも

の 

 ４２ 

外径が０．１５メ

ートル以上０．２

メートル未満のも

の 

 ５６ 

外径が０．２メー

トル以上０．３メ

ートル未満のもの 

 ８５ 

外径が０．３メー

トル以上０．４メ

ートル未満のもの 

 １１０ 

外径が０．４メー

トル以上０．７メ

ートル未満のもの 

１４０ 

 

外径が０．７メー

トル以上１メート

ル未満のもの  

２３０ 

外径が１メートル

以上のもの 
４８０ 

法第３２条第１項第３号に掲げる施設  

 

 

 

 

５００ 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設  ８０ 

 

 

 

 

 

 

階数が１のもの 

Ａに０．００５を乗

じ、これを１２で除

して得た額 



 

 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

その他の

もの   

外径が０．０７メ

ートル未満のもの 
 ２０ 

外径が０．０７メ

ートル以上０．１

メートル未満のも

の 

２８ 

外径が０．１メー 

トル以上０．１５ 

メートル未満のも

の 

 ４２ 

外径が０．１５メ

ートル以上０．２

メートル未満のも

の 

 ５６ 

外径が０．２メー

トル以上０．３メ

ートル未満のもの 

 ８５ 

外径が０．３メー

トル以上０．４メ

ートル未満のもの 

 １１０ 

外径が０．４メー

トル以上０．７メ

ートル未満のもの 

１４０ 

 

外径が０．７メー

トル以上１メート

ル未満のもの  

２３０ 

外径が１メートル

以上のもの 
４８０ 

法第３２条第１項第３号に掲げる施設  

 

 

 

 

５００ 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設  ８０ 

 

 

 

 

 

 

階数が１のもの 

Ａに０．００５を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

 

 

 

法第３２

条第１項

第５号に

掲げる施

設 

地下街及

び地下室 階数が２のもの 

１月１平

方メート

ルにつき 

Ａに０．００８を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

階数が３以上のも

の 

Ａに０．０１を乗じ、 

これを１２で除して

得た額 

上空に設ける通路 ６９０ 

地下に設ける通路 ４１０ 

その他のもの １６０ 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の催しに際

し、一時的に設けるもの 

１日１平

方メート

ルにつき 

１４０    ８９ 

その他のもの 

１月１平

方メート

ルにつき 

１，４００   ８９０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行令第

７条第１

号に掲げ

る物件 

看板 ３００   １９０ 

添架広告 ７３０   ４５５ 

標識 
１月１本

につき 
４００ 

旗ざお 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

１日１本

につき 
   １４０    ８９ 

その他のもの 
１月１本

につき 
１，４００   ８９０ 

幕（施行

令第７条

第４号に

掲げる工

事用施設

であるも 

のを除く。） 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

１日１平

方メート

ルにつき 

１４０  ８９ 

その他のもの 

１月１平

方メート

ルにつき 

１，４００ ８９０ 



 

アーチ 

車道を横断するも

の １月１基

につき 

１４，０００ ８，９００ 

その他のもの ６，９００ 

施行令第７条第２号に掲げる工作物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１平

方メート

ルにつき 

５００ 

施行令第７条第３号に掲げる施設 

Ａに０．０３３を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

施行令第７条第４号に掲げる工事用施設

及び同条第５号に掲げる工事用材料 
１，４００ ８９０ 

施行令第７条第６号に掲げる仮設建築物

及び同条第７号に掲げる施設 
５００ 

施行令第

７条第９

号に掲げ

る施設 

建築物 

Ａに０．０１１を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

その他のもの 

Ａに０．００８を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

施行令第

７条第１

０号に掲

げる施設

及び自動

車駐車場 

建築物 

Ａに０．０２３を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

その他のもの 

Ａに０．００８を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

施行令第

７条第１

１号に掲

げる応急

仮設建築

物 

トンネルの上又は高架の道路

の路面下に設けるもの 

Ａに０．０１１を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

上空に設けるもの 

Ａに０．０２３を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

その他のもの 

Ａに０．０３３を乗

じ、これを１２で除

して得た額 



 

アーチ 

車道を横断するも

の １月１基

につき 

１４，０００ ８，９００ 

その他のもの ６，９００ 

施行令第７条第２号に掲げる工作物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１平

方メート

ルにつき 

５００ 

施行令第７条第３号に掲げる施設 

Ａに０．０３３を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

施行令第７条第４号に掲げる工事用施設

及び同条第５号に掲げる工事用材料 
１，４００ ８９０ 

施行令第７条第６号に掲げる仮設建築物

及び同条第７号に掲げる施設 
５００ 

施行令第

７条第９

号に掲げ

る施設 

建築物 

Ａに０．０１１を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

その他のもの 

Ａに０．００８を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

施行令第

７条第１

０号に掲

げる施設

及び自動

車駐車場 

建築物 

Ａに０．０２３を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

その他のもの 

Ａに０．００８を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

施行令第

７条第１

１号に掲

げる応急

仮設建築

物 

トンネルの上又は高架の道路

の路面下に設けるもの 

Ａに０．０１１を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

上空に設けるもの 

Ａに０．０２３を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

その他のもの 

Ａに０．０３３を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

 

施行令第７条第１２号に掲げる器具 

Ａに０．０３３を乗

じ、これを１２で除

して得た額 

施行令第

７条第１

３号に掲

げる休憩

所、給油

所及び自

動車修理

所 

トンネルの上又は自動車専用

道路（高架のものに限る。）

の路面下に設けるもの 

Ａに０．０１１を乗

じ、これを１２で除し

て得た額 

上空に設けるもの 

Ａに０．０２３を乗

じ、これを１２で除し

て得た額 

その他のもの 

Ａに０．０３３を乗

じ、これを１２で除し

て得た額 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している

場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占

用料の額については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

道路占用料の額を改定し、及び１日を単位として定める道路占用料を新設す

るため、この条例を制定するものである。 




